
正  誤  表 
 

 弊社刊行物『会社「経理・財務」の基本テキスト』（三訂版・平成 21 年 10

月 30 日発行）に下記の誤りがありました。 

お詫びの上、以下のとおり訂正させていただきます。 

税務研究会出版局 

ページ 誤 正 
32 頁 

下から 

16 行目 

〈追加〉 ⑧ 役務の利用・物の購入強制 

⑨ 不当な給付内容の変更 

⑩ 不当な経済上の利益の提供要

請 

⑪ 下請事業者が親事業者の違反

行為について、公正取引委員   

会又は中小企業庁長官に知らせ

たことを理由として、不利益な   

取扱いをすること 

142 頁 

下から 

１行目 

消法９①、12②、30①②… 消法９①、12 の 2、30①②… 

157 頁 

下から 

5 行目 

無申告加算税の税額は、確定し

た税額の 15/100（自発的に期限後

に… 

無申告加算税の税額は、確定し

た税額の 15/100（50 万円超相当額

については 20/100。自発的に期限

後に… 

164 頁 

下から 

20 行目 

③ 法人税額から控除する外国子

会社の外国税額の益金算入 

④ 分割等前事業年度等に… 

〈削除〉 

 

③ 分割等前事業年度等に… 

165 頁 

表中 

下段の 

左欄 

特定の医療法人 

（一定の要件を満たすものとして

財務大臣の承認を受けたもの） 

特定の医療法人 

（一定の要件を満たすものとして

国税庁長官の承認を受けたもの） 

166 頁 

上から 

5 行目 

・法人からの利益又は利息の配当

又は剰余金の分配 

 

 

・投資信託、特定目的信託の収益

の分配 

・法人から受ける剰余金の配当、

利益の配当、剰余金の分配、資

産の流動化に関する法律115条1

項に規定する金銭の分配 

・集団投資信託の収益の分配 

ページ 誤 正 
167 頁 

下から 

19 行目 

…。申告期限の延長を申請してい

る場合においても、納付期限は延

長されません。 

…。提出期限の延長を受けている

連結親法人にあっては、その延長

されたところの提出期限が納期限

となります。ただし、この場合に

は連結事業年度終了の日の翌日以

後 2 ヶ月を経過した日から延長さ

れた期間に係る利子税を支払わな

ければなりません。 

171 頁 

下から 

19 行目 

…、原則として資本金１億円以下

の内国法人を税務署の所管とし、

その他の資本金１億円超の内国法

人及び外国法人を… 

…、原則として資本金１億円未満

の内国法人を税務署の所管とし、

その他の資本金１億円以上の内国

法人及び外国法人を… 

174 頁 

下から 

8 行目 

 

不服申立ては、処分があったこ

とを知った日から、起算して、次

の期間内に行うことができるとさ

れています。 

① 異議申立て…２ヶ月以内 

 

 

② 審査請求 …１ヶ月以内 

 

 

③ 取消訴訟 …３ヶ月以内 

不服申立ては、次の期間内に行

うことができるとされています。 

 

 

① 異議申立て…処分があったこ

とを知った日の翌日から２ヶ月

以内 

② 審査請求…異議決定書謄本送

達があった日の翌日から１ヶ月

以内 

③ 取消訴訟…処分又は裁決があ

ったことを知った日から６ヶ月

以内 

174 頁 

下から 

1 行目 

法法 153／通則法 68 法法 153／通則法 68、75、77／行

政事件訴訟法 14 

281 頁 

表中 

｢6｣欄中

3 段目 

「時価のないもの（原則処理）」の

右欄 

時価を決算時の為替相場で円換

算します。換算差額は純資産の

部に直入します。 

 

 

取得原価を決算時の為替相場で

円換算します。換算差額は純資

産の部に直入します。 

 


